










様式第９号(工事随契)（第５条、第６条、第６条の２、第７条及び第７条の２関係）

種　別

円 入札契約 一般 指名 随意契約

(消費税相当額 円） の方法 　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

予　定 円 備　考

価　格 (消費税相当額 円） 自

最低制限 円 至

価　格 (消費税相当額 円） 自

至

（住所） 自

（商号又は名称） 至

自

至

契　約　結　果　調　書
部課等名　くらし文化部 観光商工課

契　約　金　額 土木一式工事 工　　事　　概　　要

4,895,000

445,000

5,579,200

507,200

684,200 変更契約に係る変更理由　１

62,200

随意契約の場合の相手方を選定した理由

変更契約に係る変更理由　２

4,935,700 契約締結年月日 工　　　　　　　期

448,700 令 和 6 年 3 月 29 日

－ 令 和 6 年 7 月 31 日

－ 令 和 6 年 3 月 29 日

契　約　業　者　名 令 和 6 年 8 月 30 日

長久手市岩作色金34番地

工　　事　　名 路線等の名称 工　　事　　場　　所

当初

変更１

入札日 令 和 6 年 3 月 28 日

変更２

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号

変更３

 緊急の必要により競争入札に付することができないとき

当　初 令 和 6 年 3 月 29 日

変更１ 令 和 6 年 7 月 24 日

変更２

松原建設㈱ 変更３

鉱害災害復旧工事 ─ 長久手市下権田地内

土木工事一式
（掘削５㎥⇒２８㎥、埋め戻し５㎥⇒２８㎥、掘削土留、
歩車道ブロック撤去・設置⇒撤去）
路側工一式
土工・埋戻工一式
外構工一式
植栽移設工一式
（植栽撤去、仮植、復旧６本⇒撤去１２本）当初、陥没箇所の埋戻について想定していた量よりも多くの埋戻量が必要

であることが判明したため埋戻量を増加する。また、土地の所有者と協議し
た結果、植栽については復旧はせず、新設門扉の設置については既設門
扉を再利用する。U型側溝について今回の陥没により落下していたことや、
植栽や草木が覆いかぶさっていたこともあり側溝の確認ができていなかっ
た。植栽の撤去や調査をした結果、U型側溝が元々設置していたことが判
明したためU型側溝の復旧をする。
交通誘導員について、交通量が多く交通誘導員の配置が多くなった。また
施工日数の増加により交通誘導員の配置も多くなることが判明したため交
通誘導員の増員をする。
また、上記の増工に伴い、工期を延長する。

随３１０変更












